
初期消火器具設置費用の一部を補助します

自治会町内会がスタンⅣ

“

ブ式初期哨火器具または初期消火箱を 新規又は更新設置する際

の 日臓費用の一部を補助する事業つ申話受付を開始します

, 申需要件

単一の自治会町内会で 以下の 3つの条件を満たすことが中請要件となります.

(1)地域に消火栓がある.

(2)家屋が密集し 火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある.

(3)初期消火器具の取扱訓練を定期的に実施できる。
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2 補助率及び輌助予定欧

(1)補助率 :設置詢君の2/3(上限額 20万円)

(2)予定数 129年度 100基
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(1)申日鶴口は4月 3日 (月)から8月 31日 (木)までとなります.

(2)青葉消防署備え付けの中請書に必要事項を記入の上 青栞消防署にご提出願います.

0お問い合わせ先 ●

●EII膊暑 予防口予ll1 045-974-0■ ■9

御 期 消 火彗 良 】

初期消火器具は 消防車両が進入できない道路狭隠地域においても 消火栓にホース等を

直接接続し 有効が初期消火活動ができます.特にスタントパイブ式は機動性に優れ、女性

醸 蝉 収納箱の優 初爛消火網

|×平成 29年度予算案が横浜市会において議決されることを条件としています。



設置協力店舗への初期消火器具の設置について

自治会町内会が所有するスタンドバイプ式初期消火器具の設置場所として 「設置協力店舗

(下記 2項参照)を希望される自治会町内会」を募集します.

なお 設置する初期消火器具については 新規購入 既存移設のいす0も可能です.
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(1)応
'朗

間は4月 3日 (月)から7月 3■ 日 (月)までとなります

×応募期限が 表面の「初期消火器具設置費用補助申請期限Jと異なりますので ご注意ください。

(2)消防署備え付けの応募用紙に必
―

をご記入の上 青東消防署にこ提出願います.

(3)新規購入の場合は 表面の補助申請も同時に行えますので消防書に
‐

lE談 ください。

2 耐置協力をいただける店綺 (50青爾) ☆ F,、 29年度より 新たにご協力いただける店舗
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3 懺置協力事業の実績

事業開始から 2年間で 14店舗に設置されています。

4 こ撻憲いただきたいこと (骰置条件■)

(1)設置依頼は 消防局予防課が一括して店鶴の本社に対して行いますので

ら各店舗へ 直接の設置依頼やお問い合わせはご遠慮願います.

(2)消防局からの設置依頼に基づき 本社から設置可否の回答があります。

自治会町内会か

場合によつては、ご希望に添えないことがありますことを、ご承知おきください

(3)店罰に設置するには 自治会町内会と会社間で協定を締結する必要がありますが、

その事務については消防署で支援いたします。

(4)初期消火器具の設置 撤去等に係ぅ費用は 自治会町内会の負担となります。

(5)初期消火器具の設置に起因して生した損害等は 自治会町内会の責任となります。

×参考 :初期消火器具の損害賠償保険は年間 2′000日程度で加入できます。


